
1. 記入式納付書について

収入証紙廃止チラシ（県出納局）

＜新潟県収入証紙の廃止＞
令和６年８月末 販売終了
令和７年３月末 使用不可
→新潟県への申請手数料納付方法は、

「キャッシュレス決済」、「電子申請」となります。

しかし、高圧ガス関連免状交付等申請はKHKに
委託しており、現時点ではKHKはキャッシュレス決
済や電子申請での納付状況が確認できません。

「記入式納付書」

Ⅴ その他のお知らせ事項 1. 記入式納付書の導入について

領収書
（各自保管）

納付済証
（貼付、提出）氏名、電話番号を記入

記入式納付書の例

＜使用方法＞

①納付書に「氏名」、「電話番号」を記
入してください。

（４か所あります。全て記入してくださ
い。）

②納付書を金融機関にお持ちいただ
き、手数料を納付してください。

③納付後、「領収書」と「納付済証」が
返却されます。（納付書右側の２枚で
す。）

④「領収書」と「納付済証」の間を切り
離してください。

⑤そのうち「納付済証」を申請書に貼
り付けて、高圧ガス保安協会に郵送
等で提出してください。（「領収書」は
各自大切に保管してください。）

←利用可能金融機関一覧（県HP）
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/suitoukanri/1356773325235.html

1. 記入式納付書の導入について

（注意）
年度欄に印字されて
いる年度内（4月1日
～翌年3月31日）に
納付してください。

納付後は速やかに
申請してください。

（例）
年度欄が「０７」と
なっている場合は

令和７年度

（令和７年４月１日～
令和８年３月３１日）
内で使用可能です。

1. 記入式納付書の導入について

＜納付書の入手方法＞

①受験時に会場で受取る（主に新規交付の場合）

②県消防課で直接受取る

③県消防課に「記入式納付書送付依頼書」を送付（電子メールまたは郵送）
→様式は県HP「免状交付申請：高圧ガス保安法及び液化石油ガス法関連」

にて掲載していますので、ご確認ください。



ご視聴ありがとうございました。


